
 

「アスクル資源循環プラットフォーム（クリアホルダー）」参加のご案内 

アスクル株式会社 

資源循環プラットフォーム運営事務局 

 

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 

近年、資源の有効利用やプラスチックごみの削減、海洋生物の保護の観点から、プラスチ

ックのリサイクルに関する社会的な関心や企業における活動が進んでおります。2022 年 4 月

からは、プラスチック資源循環促進法が施行され、事業者のプラスチック資源循環への取り

組みの重要性が高まっております。 

プラスチックのリサイクルにおいて、特にオフィスにおける使用済みのプラスチック製品

は、回収・リサイクルが進まず、産業廃棄物として扱われ、再資源化や再商品化につながる

ケースが少ない状況です。 

そこでアスクルでは、環境省「令和２年度脱炭素社会を支えるプラスチック等資源循環シ

ステム構築実証事業」に基づき、令和 2 年度～3 年度において、単一素材、ほぼ同一形状で

あるクリアホルダーを回収し、再資源化して商品化することを目的とした実証事業を行いま

した。実証事業を通して使用済みクリアホルダーをご提供いただいた皆様からのご要望も多

く、2022 年 4 月より「アスクル資源循環プラットフォーム」を本格始動しました。 

事業者の皆様には、オフィス・事業所・家庭等から排出される使用済みクリアホルダーの

ご提供へのご協力を賜りたいと思っております。 

何卒、当資源循環プラットフォームへのご参加と使用済みクリアホルダー回収ご協力につ

いてご検討をお願いいたします。 

敬具 

  

－ 記 － 

 

１．「アスクル資源循環プラットフォーム（クリアホルダー）」の概要 

事業者様（自治体・個人含む）からご提供いただいた使用済みクリアホルダーの再資源

化・再製品化・販売を行います。当プラットフォームのスキームおよび参加者の役割は

以下のとおりです 

 

1⃣ 使用済みクリアホルダーご提供事業者 

ご不要になったクリアホルダーを段ボール等にためていただき、宅配便で白井エコ

センターにご送付ください。使用済みクリアホルダーを廃棄物ではなく、資源とし

て回収させていただきます。（送料ご負担の上、宅配便等で送付） 

 2⃣ 分別事業者 

  使用済みクリアホルダーを透明・色柄・リサイクルが難しいものに分別・選別し、 

それぞれの重量を計測します。 



 

3⃣ 再生ペレット製造業者 

     使用済みクリアホルダーから再生ペレットを製造します。 

    4⃣ プラスチック製品製造業者（メーカー） 

再生ペレットを原料としたプラスチック製品を製造します。 

    5⃣ 小売 

   再生ペレットを利用したプラスチック製品を仕入れ、販売します。 

 6⃣ 事務局（アスクル） 

   ・使用済みクリアホルダーを有償で買い取り、同額を環境NGO 等に寄付します。 

・分別事業者、再生ペレット製造事業者に作業を委託します。 

   ・再生ペレットをメーカーに販売します。 

・トレーサビリティ情報を管理し、当プラットフォームの適切な運用を行います。 

・受領実績を提供事業者様にご報告します。 

 

 

  

 

２．使用済みクリアホルダーご提供方法 

貴社オフィス・事業所でご不要になったクリアホルダーをお手元にあるご不要になった

段ボールに入れて、下記宛先に宅配便でご送付ください。 

 

〒121-0836 東京都足立区入谷五丁目 16 番 28 号 

白井エコセンター株式会社 アスクル資源循環プラットフォーム宛 

TEL：03-3897-1327／FAX：03-3857-0237 

 

３．ご提供対象 



 

クリアホルダー（透明、色・柄・企業名入り） 

 

 ※回収を呼び掛けるステッカー用デザインと、クリアホルダー分別表の 

PDF データをご提供いたしますので、ご希望の方はお知らせください。 

   

回収呼びかけポスター       クリアホルダー分別表     

 

４．ご提供いただいた使用済みクリアホルダーについて 

・ご提供いただいた使用済みクリアホルダーについては、弊社が 有償 

（1 箱あたり 100 円を予定）で買い取りをさせていただきます。 

・買い取り金につきましては、弊社から環境 NGO 等に寄付をさせていただくスキーム 

とさせていただき、弊社からご提供者様への買取り金の支払いは発生いたしません。 

・寄付先および寄付実績につきましては、弊社 WEB サイトでご案内いたします。 

 

５．受領結果のお知らせ 

ご提供いただいた使用済みクリアホルダーの重量と内訳（透明、色柄、シール付着や汚

れなど不適物）をご報告します。重量実績は、貴社の廃棄物削減量・リサイクル量とな

ります。 

 

６．送料について 

送料については、貴社ご負担でお願いいたします。使用済みクリアホルダーの廃棄費用

がなくなる分、送料にお回しいただける費用感と想定しております。（関東近郊の場合） 

 

７．本件へのお問い合わせ 

アスクル株式会社 コーポレート本部 コーポレートコミュニケーション 

担当：東（あずま）、四夷（しい）、立花  

TEL：03-4330-5565  email：recycle@askul.co.jp 

 

以上 
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「アスクル資源循環プラットフォーム」に関するＦＡＱ 

１．使用済みクリアホルダーの提供期間はいつからいつまでですか。 

2022 年 3 月末までの環境省実証事業に引き続き、2022 年 4 月 1 日より当プラットフ

ォームの運営を行います。当プラットフォームが継続する限りご提供をお願いします。 

２．回収後の段ボールに書類が混ざっていたらどのように処理されますか。 

分別・選別を実施する白井エコセンターでは、作業場所・作業担当を特定しています。

書類はすぐにシュレッダーにかけ、機密文書として溶解処理します。一連の流れは作

業手順化しています。 

３．回収されたクリアホルダーの重量はわかりますか。 

透明、色・柄、その他（シール・インデックスつきなど再資源化が難しいもの）の 3

種類に分けて、重量の情報をご提供します。 

４．クリアホルダーをアスクルから購入していなくてもいいですか。 

  どこからお買い求めになったものでも全く問題ございません。 

５．使用済みクリアホルダーからどんな製品になりますか。 

クリアホルダーto クリアホルダーも含め、オフィスや事業所でご利用いただける文具

等の製品を検討しています。使い捨てではないプラスチック製品あるいはまたリサイ

クルできる製品にしていく予定です。 

６．参加規約に同意したことをお伝えする、あるいは契約が必要でしょうか。 

参加規約にご同意いただいた書面や契約は特に必要ではございません。参加規約をお

読みいただき、ご同意いただいた場合に使用済みクリアホルダーのご提供をお願いい

たします。 

７，寄付の証明書は発行されますか。 

半年ごとに環境 NGO 等に寄付する予定です、それ以降、個別にご依頼があった場合

は事業者様ごとに弊社から証明書を発行させていただきます。 

８．再生ペレットから製造された商品が販売された場合、お知らせいただくことは可能です 

か。 

販売商品は、新しく構築する WEB サイト（アスクル資源循環プラットフォーム）に、

順次掲載しますので、そちらをご参照ください。 

９．自社が提供したクリアホルダーの量や再生原料になった量の証明書は発行されますか。 

ご提供いただいた使用済みクリアホルダーは、分別後、種類ごとの量をメールでご報

告します。ご報告メールを証明書の発行に替えさせていただきます。 

１０．グループ会社/別支店もこの取り組みに参加したいのですが、同じ ID 番号で発送して

もよいですか。 

ご希望の集計単位ごとに同じ ID 番号をお使いください。 

１１．事業所/営業所ごとに集計は可能ですか。 

事業所/営業所ごとに参加登録いただき、別の ID 番号をご利用ください。 

以上 

  


